
上ノ国町農業委員会告示第 号

上ノ国町農業委員会長　鈴木　敏秋

１　下限面積(別段の面積) ３０アール

２　廃止の日

記

令和５年４月１日

６

　上ノ国町農業委員会で定めた下限面積（別段

の面積）については、次のとおり廃止する。

令和５年３月２４日
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